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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   令和７年９月２日（火） 

    開会    ９時３０分 

    閉会    ９時５８分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

出席 福永和伸教育長、大森達也委員、冨樫健二委員、安田悦子委員、横山史子委員 

欠席 なし 

 

４ 事務局職員 

副教育長 大屋慎一 

次長（教職員担当）福井崇司 

次長（学校教育担当）早田清宏 

次長（育成支援・社会教育担当）坂井哲 

次長（研修担当）小濵偉 

教育総務課 課長 大坪恵子、班長兼企画員 立木雄真 

教職員課 課長 中出真人、班長 山本エリ、主幹 鈴村良典、 

主査 森川万莉子 

高校教育課 課長 山北正也、係長（充指導主事）脇本慎太郎、 

充指導主事 中野知恵 

特別支援教育課 課長 岡田恭子、充指導主事 逵宏樹 

 

５ 議案件名及び採択の結果 

 件  名 審議結果 

議案第22号 公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部

を改正する規則案 

原案可決 

 

６ 報告題件名 

 件  名 

報告１ 令和８年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果
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について 

報告２ 令和９年度三重県公立学校教員採用選考試験について 

報告３ 令和８年度使用県立高等学校及び県立特別支援学校教科書の採択に

ついて 

報告４ 令和８年度三重県立高等学校入学者選抜実施要項及び三重県立特別

支援学校入学者募集要項について 

 

７ 審議の概要 

 

・開会宣言 

福永和伸教育長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

５名中５名の出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（８月２０日開催）の審議結果の確認 

前回定例会の審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

 

・議事録署名者の指名 

大森委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別 

福永教育長が各委員に諮り、議案第22号、報告１から報告４はすべて公開にて審議を行

うこととした。 

 

・審議事項 

議案第22号 
公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案

（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が公立学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改

正する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

（冨樫委員） 

改正前では「一時間を単位とする介護休暇は、一日を通じ、始業の時刻

から連続し、又は終業の時刻まで連続した四時間の範囲内」というように

「連続」という文言があるが、改正後にはない。連続していなくてもよい

ということか。 
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（教職員課長） 

ご指摘のとおりです。 

 

 

・報告事項 

報告１ 
令和８年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果につ

いて（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が令和８年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考

試験の結果について報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

（冨樫委員） 

昨年度から３年生が１次試験を受けられるようになっていて、昨年度は

全員合格だったと聞いている。３年生の時に１次試験の合格を受け、今年

度２次試験に合格した場合と、４年生で１次試験と２次試験を受けた場合

で、教員数確保の面から成果や課題があれば教えてほしい。 

（教職員課長） 

昨年度の大学３年生等を対象とした特別選考として１次試験を受験し、

合格した141名のうちの、87％にあたる123名は、今年度２次試験を受験し

ている。大学３年生等を対象にした特別選考については、一定効果があっ

たと考えている。 

（制度・採用・免許班主幹） 

昨年度特別選考に合格し、今年度２次試験を受験した123名のうち、最

終的に合格したのは85名。他の選考方法よりも合格率は高い傾向にはある

と伺える。 

（大森委員） 

特別選考の合格者が全員、翌年度の２次試験を受験しなかった原因を分

析しておくべきだと考えるがどうか。全国的にも教員採用試験の倍率が下

がっており、危機感を持っている。 

（教職員課長） 

検討させていただく。 

 

・報告事項 

報告２ 令和９年度三重県公立学校教員採用選考試験について（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が令和９年度三重県公立学校教員採用選考試験について報

告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 
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各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・報告事項 

報告３ 
令和８年度使用県立高等学校及び県立特別支援学校教科書の採択につい

て（公開） 

審議の概要 ・高校教育課長及び特別支援教育課長が令和８年度使用県立高等学校及

び県立特別支援学校教科書の採択について報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

（冨樫委員） 

デジタル教科書の採択や利用の状況はどうか。 

（高校教育課長） 

今回提案しているものは紙媒体のものである。なお、デジタル教科書は

紙と併用しなければいけないことになっている。また、高等学校の場合、

デジタル教科書は紙の教科書と同様に有料であり、買わなければいけない

ということになるため、現在は紙媒体の教科書を使用している。 

（教育長） 

デジタル教科書は全く使っていないということか。 

（高校教育課長） 

そのとおりである。 

（特別支援教育課長） 

県立特別支援学校では、令和７年度、盲学校、聾学校、北勢きらら学園、

かがやき特別支援学校、かがやき特別支援学校あすなろ分校の５校が希

望をし、文部科学省より学習者用デジタル教科書を提供され、利用してい

る。 

 

・報告事項 

報告４ 
令和８年度三重県立高等学校入学者選抜実施要項及び三重県立特別支援

学校入学者募集要項について（公開） 

審議の概要 ・高校教育課長及び特別支援教育課長が令和８年度三重県立高等学校入

学者選抜実施要項及び三重県立特別支援学校入学者募集要項について

報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

（大森委員） 

特別配慮申請の改正案では、診断書の提出は求めないということか。 

（高校教育課長） 
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そのとおりである。 

（大森委員） 

いわゆる「中学校浪人」が受検するとなると、虚偽の申請も可能になる

のではないかと考えるがどうか。 

（高校教育課長） 

話を直接本人からお話を伺うことになるため、そこで判断する。証明で

きるものをお持ちであれば、それで証明いただくこともできる。判断がで

きない場合は、必要な書類を全部いただく場合もある。 

（教育長） 

個々の状況に応じてこちらで判断できるということでよろしいか。 

（高校教育課長） 

はい。 

 

・閉会宣言 


